
（別紙４－２） 

新旧対照表 

【税関様式関係通達（昭和 47 年 3 月 1日蔵関第 107 号） Ⅱ記載要領及び留意事項】 

（注）傍線を付した箇所が改正部分である。 

 

改正後 改正前 

特例輸入者・特定保税承認者・特定保税運送者・特定輸出者・認定通関

業者承認・認定申請書（Ｃ－9000） 

 

「あて先税関長」欄には、特定輸入者、特定保税運送者及び特定輸出

者の承認の申請においては、原則として、主たる貿易業務を行っている

事業所の所在地を管轄する税関長の職名を、特定保税承認者の承認の申

請においては、申請者の住所又は居所の所在地を所轄する税関長の職名

を、認定通関業者の認定の申請においては、申請者が通関業の許可を受

けているいずれかの税関長の職名を記載する。 

「代理人」欄には、代理人が申請を行う場合に、当該者の住所及び氏

名又は名称を記載する。 

「関税法第７条の２第１項に規定する申告の特例の適用を受けようと

する・関税法第 67 条の３第１項の適用を受けて輸出申告しようとする

貨物の品名」欄は、特例輸入者又は特定輸出者の承認申請において記載

するものとし、記載する品名が複数ある場合は、適宜別紙に記載のうえ

添付する。 

「関税法第７条の５第１号イからへまでのいずれか・関税法第 51 条第

１号イからハまで（法第 62 条において準用する場合を含む。）のいずれ

か・関税法第 63 条の４第１号イからホまでのいずれか・関税法第 67 条

の４第１号イからホまでのいずれか・関税法第 79 条第３項第１号イから

ニまでのいずれかに該当する事実の有無（該当する事実がある場合には

その内容）」欄の具体的な記載方法は、次による。 

⑴ 関税法第７条の５第１号ハ又は同法第67条の４第１号ニに係る範

囲は、輸出入手続等を委任する通関業者を含めて、その該否を確認し

て記載させることとなるので留意する。 

⑵  同法第７条の５第１号ニに該当する場合には、承認申請書に関税

又は輸入貨物に係る内国消費税若しくは地方消費税（以下「関税等」

という。）を滞納した事実として、滞納した関税等に係る輸入貨物の

輸入許可番号、当該関税等の納期限及び納付日並びに滞納した理由を

特例輸入者・特定保税承認者・特定保税運送者・特定輸出者・認定通関

業者承認・認定申請書（Ｃ－9000） 

 

「あて先税関長」欄には、特定輸入者、特定保税運送者及び特定輸出

者の承認の申請においては、原則として、主たる貿易業務を行っている

事業所の所在地を管轄する税関長の職名を、特定保税承認者の承認の申

請においては、申請者の住所又は居所の所在地を所轄する税関長の職名

を、認定通関業者の認定の申請においては、申請者が通関業の許可を受

けているいずれかの税関長の職名を記載する。 

「代理人」欄には、代理人が申請を行う場合に、当該者の住所及び氏

名又は名称を記載する。 

「関税法第７条の２第１項に規定する申告の特例の適用を受けようと

する・関税法第 67 条の３第１項の適用を受けて輸出申告しようとする

貨物の品名」欄は、特例輸入者又は特定輸出者の承認申請において記載

するものとし、記載する品名が複数ある場合は、適宜別紙に記載のうえ

添付する。 

「関税法第７条の５第１号イからへまでのいずれか・関税法第 51 条第

１号イからハまで（法第 62 条において準用する場合を含む。）のいずれ

か・関税法第 63 条の４第１号イからホまでのいずれか・関税法第 67 条

の４第１号イからホまでのいずれか・関税法第 79 条第３項第１号イから

ニまでのいずれかに該当する事実の有無（該当する事実がある場合には

その内容）」欄の具体的な記載方法は、次による。 

⑴ 関税法第７条の５第１号ハ又は同法第67条の４第１号ニに係る範

囲は、輸出入手続等を委任する通関業者を含めて、その該否を確認し

て記載させることとなるので留意する。 

⑵  同法第７条の５第１号ニに該当する場合には、承認申請書に関税

又は輸入貨物に係る内国消費税若しくは地方消費税（以下「関税等」

という。）を滞納した事実として、滞納した関税等に係る輸入貨物の

輸入許可番号、当該関税等の納期限及び納付日並びに滞納した理由を



新旧対照表 

【税関様式関係通達（昭和 47 年 3 月 1日蔵関第 107 号） Ⅱ記載要領及び留意事項】 

（注）傍線を付した箇所が改正部分である。 

 

改正後 改正前 

記載する。 

⑶ 特定保税承認者の承認申請にあっては関税法第 51条第１号イから

ハまで（法第 62 条において準用する場合を含む。）のいずれか、特

定保税運送者の承認申請にあっては同法第63条の４第１号イからホ

までのいずれか、認定通関業者の認定申請にあって同法第 79 条第３

項第１号イからニまでのいずれかについて記載する。 

「許可を受けている保税蔵置場・保税工場・営業所の名称及び所在地」

欄には、関税法第 50 条第１項の承認を受けようとする場合にあっては、

許可を受けている保税蔵置場の名称及び所在地を、同法第 61 条の５第

１項の承認を受けようとする場合にあっては、許可を受けている保税工

場の名称及び所在地を、同法第 79 条第１項の認定を受けようとする場合

にあっては、通関業法（昭和 42 年法律第 122 号）第８条第１項に規定す

る許可を受けている営業所の所在地及び名称を記載するものとし、許可

を受けている保税蔵置場等が複数ある場合は、適宜別紙に記載のうえ添

付する。 

「その他参考となるべき事項」欄には、会社概況（資本金を含む。）、

社内の組織、役員名及び履歴を記載するとともに、次の区分に応じ、そ

れぞれに掲げる事項を記載するものとする。 

なお、これらの事項が法令遵守規則に記載されている場合又はこれら

の事項を明らかにする書類が添付されている場合には、その記載されて

いる範囲又はその明らかにされている範囲内において、申請書への記載

を省略又は簡略化することができるものとする。 

⑴ 特例輸入者の承認申請 

① 特例申告を行う予定の官署名 

② 特例申告を行う予定の貨物の定率法別表の項若しくは号の番号

及び関税法第 70 条第１項又は第２項に該当する他の法令の有無 

③ 輸入業務に携わる担当者の氏名、役職等 

④ 税関手続を委託している通関業者の氏名又は名称、住所又は居所

及び責任者の氏名並びに当該通関業者が通関業法基本通達（昭和

47 年蔵関第 105 号）５―２の⑵のハに規定する法令遵守のための

記載する。 

⑶ 特定保税承認者の承認申請にあっては関税法第 51条第１号イから

ハまで（法第 62 条において準用する場合を含む。）のいずれか、特

定保税運送者の承認申請にあっては同法第63条の４第１号イからホ

までのいずれか、認定通関業者の認定申請にあって同法第 79 条第３

項第１号イからニまでのいずれかについて記載する。 

「許可を受けている保税蔵置場・保税工場・営業所の名称及び所在地」

欄には、関税法第 50 条第１項の承認を受けようとする場合にあっては、

許可を受けている保税蔵置場の名称及び所在地を、同法第 61 条の５第

１項の承認を受けようとする場合にあっては、許可を受けている保税工

場の名称及び所在地を、同法第 79 条第１項の認定を受けようとする場合

にあっては、通関業法（昭和 42 年法律第 122 号）第８条第１項に規定す

る許可を受けている営業所の所在地及び名称を記載するものとし、許可

を受けている保税蔵置場等が複数ある場合は、適宜別紙に記載のうえ添

付する。 

「その他参考となるべき事項」欄には、承認又は認定を受けようとす

るにあたり参考となるべき事項を記載するが、これらの事項が法令遵守

規則に記載されている場合又はこれらの事項を明らかにする書類が添付

されている場合には、その記載されている範囲又はその明らかにされて

いる範囲内において、申請書への記載を省略又は簡略化することができ

る。 

 

特例輸入者の承認申請の場合は、会社概況、社内の組織、役員名及び

その履歴、特例申告を行う予定の官署名、特例申告を行う予定の貨物の

定率法別表の項若しくは号の番号及び関税法第 70 条第１項又は第２項

に該当する他の法令の有無、輸入業務に携わる担当者の氏名、役職等、

税関手続を委託している通関業者の氏名又は名称及び住所又は居所並び

に責任者の氏名（当該通関業者が通関業法基本通達（昭和 47 年蔵関第

105 号）５―２の⑵のハに規定する法令遵守のための社内管理規則を整

備している場合又は認定通関業者である場合にはその旨）、輸入貨物の



新旧対照表 
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（注）傍線を付した箇所が改正部分である。 

 

改正後 改正前 

社内管理規則を整備している場合又は認定通関業者である場合に

はその旨 

⑤ 輸入貨物の管理を申請者以外の者に委託している場合にあって

は、その者の氏名又は名称、住所又は居所及び責任者の氏名等並び

に委託している者が特定保税承認者又は特定保税運送者である場

合はその旨 

⑥ その他参考となるべき事項 

⑵ 特定保税承認者の承認申請 

① 貨物管理業務に携わる担当者の氏名及び職名 

② 申請者に係る保税蔵置場のうち、手数料令第２条第２項を適用す

ることとなる保税蔵置場の名称 

③ 申請者が貨物管理業務の一部を申請者以外の者に委託している

場合（関税法基本通達 34 の２－11 に規定する要件を充足してい

るものに限る。）にあっては、その者の氏名又は名称、住所又は居

所、責任者の氏名及び業務委託に関する契約の内容等 

④ その他参考となるべき事項 

⑶ 特定輸出者の承認申請 

① 特定輸出申告を行う予定の官署名 

② 特定輸出申告を行う予定の貨物の輸出統計品目番号及び関税法

第 70 条第１項又は第２項に該当する他の法令の有無 

③ 貨物の蔵置が予定される場所及び外国貿易船又は外国貿易機へ

の積込みが予定される開港又は税関空港の名称 

④ 貨物が最終的に仕向けられる場所として予定されている国又は

地域 

⑤ 輸出業務に携わる担当者の氏名、役職等 

⑥ 税関手続を委託している通関業者の氏名又は名称、住所又は居所

及び責任者の氏名並びに当該通関業者が通関業法基本通達（昭和

47 年蔵関第 105 号）５―２の⑵のハに規定する法令遵守のための

社内管理規則を整備している場合又は認定通関業者である場合に

はその旨 

管理を申請者以外の者に委託している場合にあっては、その者の氏名又

は名称及び住所又は居所並びに責任者の氏名等（委託している者が特定

保税承認者又は特定保税運送者である場合は、その旨を含む。）につい

て記載する。 

特定保税承認者の承認申請の場合は、会社概要、社内の組織、役員名

及びその履歴、貨物管理業務に携わる担当者の氏名及び職名、承認申請

者に係る保税蔵置場のうち、手数料令第２条第２項を適用することとな

る保税蔵置場の名称、貨物管理業務の一部を申請者以外の者に委託して

いる場合（関税法基本通達 34 の２－11 に規定する要件を充足している

ものに限る。）にあっては、その者の氏名又は名称、住所又は居所、責

任者の氏名及びその業務委託に関する契約の内容等について記載する。 

特定輸出者の承認申請の場合は、会社概況、社内の組織、役員名及び

その履歴、特定輸出申告を行う予定の官署名、特定輸出申告を行う予定

の貨物の輸出統計品目番号及び関税法第 70 条第１項又は第２項に該当

する他の法令の有無、貨物の蔵置が予定される場所及び外国貿易船又は

外国貿易機への積込みが予定される開港又は税関空港の名称、貨物が最

終的に仕向けられる場所として予定されている国又は地域、輸出業務に

携わる担当者の氏名及び職名、税関手続を委託している通関業者の氏名

又は名称及び住所並びに責任者の氏名（当該通関業者が通関業法基本通

達５―２の⑵のハに規定する法令遵守のための社内管理規則を整備して

いる場合又は認定通関業者である場合にはその旨）、輸出貨物の管理を

申請者以外の者に委託している場合にあっては、その者の氏名又は名称

及び住所又は居所並びに責任者の氏名等（委託している者が特定保税承

認者又は特定保税運送者である場合は、その旨を含む。）について記載

する。 

特定保税承認者の承認申請の場合は、関税法施行令第５５条の５第１

項第２号並びに関税法施行規則第９条の５第１号から第３号まで及び第

５号に規定する事項を記載する。 

認定通関業者の認定申請の場合は、関税法施行令第２号並びに関税法

施行規則第９条の５第１号から第３号まで、第６号及び第７号に規定す
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（注）傍線を付した箇所が改正部分である。 

 

改正後 改正前 

⑦ 輸出貨物の管理を申請者以外の者に委託している場合にあって

は、その者の氏名又は名称、住所又は居所及び責任者の氏名等並

びに委託している者が特定保税承認者又は特定保税運送者である

場合はその旨 

⑧ その他参考となるべき事項 

⑷ 特定保税運送者の承認申請 

① 申請者が国際運送貨物取扱業者である場合には、関税法施行令第

55 条の２各号のいずれに該当するかの別 

② 申請者が国際運送貨物の運送又は管理に関する業務以外の業務

を行っている場合には、当該業務の種類及び概要 

③ 特定保税運送に関する業務等及び国際運送貨物の運送又は管理

に関する業務に直接携わる担当者の氏名、職名及び履歴 

④ 通関情報処理システム（電子情報処理組織による輸出入等関連業

務の処理等に関する法律第２条第１号に規定する電子情報処理組

織をいう。以下同じ。）の利用者コード（申請者において特定保税

運送を行う予定の担当部門等に係るものに限る。） 

⑤ その他参考となるべき事項 

⑸ 認定通関業者の認定申請 

① 通関業の許可を受けている税関長 

② 申請者が通関業務以外の業務を行っている場合には、当該業務の

種類及び概要 

③ 通関業務及び関連業務に携わる担当者の氏名、職名及び履歴 

④ 特例申告貨物に係る輸入申告及び特例申告を行う予定の営業所

並びに特定委託輸出申告を行う予定の営業所の名称 

⑤ 通関情報処理システムの利用者コード（通関業法第８条の規定に

基づく許可を受けた営業所（以下「通関業営業所」という。）に係

るものに限る。） 

⑥ その他参考となるべき事項 

「申請担当者氏名、所属及び連絡先」欄には、本申請に係る担当者の

氏名、所属部署及び連絡先（電子メールアドレスを含む。）を記載し、

る事項を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「申請担当者氏名、所属及び連絡先」欄には、本申請に係る担当者の

氏名、所属部署及び連絡先（電子メールアドレスを含む。）を記載し、
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（注）傍線を付した箇所が改正部分である。 

 

改正後 改正前 

通関業者による代理申請の場合には、通関業者についても同様に記載す

ることとする。 

申請者が法人の場合には、法人登記事項証明書を、個人の場合には、

本人確認が可能な書類（例えば、住民票等）を添付する。 

 

特例輸入者・特定保税承認者・特定保税運送者・特定輸出者・認定通関

業者承認・認定内容変更届（Ｃ－9030） 

 

＜記載事項＞ 

変更届には、届出者の氏名又は名称、住所、輸出入者符合（特例輸入

者及び特定輸出者に限る。）並びに承認・認定番号及び承認・認定年月日

を記載するものとし、法人の場合には、代表者名を併せて記載する。ま

た、変更する事項及びその理由並びに変更事実の発生年月日を明記し、

併せて、法第７条の５第１号イからホのいずれか、法第 51 条第１号イか

らハ（法第 62 条において準用する場合を含む。）のいずれか、法第 63 条

の４第１号イからホまでのいずれか、法第 67 条の４第１号イからニの

いずれか、法第 79 条第３項第１号イからニまでのいずれかに該当する事

実の有無（該当する事実がある場合には、その内容）を記載する。 

＜提出の時期＞ 

承認・認定に係る内容のうち、特定保税承認者に係る手数料令第２条

第２項を適用することとなる保税蔵置場等及び特定保税運送者に係る特

定保税運送を行う予定の担当部門等を変更する場合、認定通関業者が通

関業営業所を新設又は廃止する場合には、あらかじめ変更届を提出する。

承認・認定を受けた者の氏名又は名称、住所、貨物の蔵置（予定）場所、

積込港（空港を含む。）、税関手続を委託している通関業者、役員（代表

者を含む。）、代理人又は主要な従業者（規則第１条の２第１号イ若しく

は第９条第１号イに掲げる責任者又は規則第１条の２第２号イ若しくは

第９条第２号イに掲げる者に限る。下記ロにおいて同じ。）及び法令遵守

規則の内容（税関手続、貨物管理、国際運送貨物の運送又は保税運送に

係る事項の変更に限る。）に変更があった場合には、その変更の後、速や

通関業者による代理申請の場合には、通関業者についても同様に記載す

ることとする。 

申請者が法人の場合には、法人登記事項証明書を、個人の場合には、

本人確認が可能な書類（例えば、住民票等）を添付する。 

 

特例輸入者・特定保税承認者・特定保税運送者・特定輸出者・認定通関

業者承認・認定内容変更届（Ｃ－9030） 

 

＜記載事項＞ 

変更届には、届出者の氏名又は名称、住所、輸出入者符合（特例輸入

者及び特定輸出者に限る。）並びに承認・認定番号及び承認・認定年月日

を記載するものとし、法人の場合には、代表者名を併せて記載する。ま

た、変更する事項及びその理由並びに変更事実の発生年月日を明記し、

併せて、法第７条の５第１号イからホのいずれか、法第 51 条第１号イか

らハ（法第 62 条において準用する場合を含む。）のいずれか、法第 63 条

の４第１号イからホまでのいずれか、法第 67 条の４第１号イからニの

いずれか、法第 79 条第３項第１号イからニまでのいずれかに該当する事

実の有無（該当する事実がある場合には、その内容）を記載する。 

＜提出の時期＞ 

承認・認定に係る内容のうち、承認・認定を受けた者の氏名又は名称、

住所、貨物の蔵置（予定）場所、積込港（空港を含む。）、税関手続を委

託している通関業者、役員（代表者を含む。）、代理人又は主要な従業者

（規則第１条の２第１号イ若しくは第９条第１号イに掲げる責任者又は

規則第１条の２第２号イ若しくは第９条第２号イに掲げる者に限る。下

記ロにおいて同じ。）及び法令遵守規則の内容（税関手続及貨物管理に係

る事項の変更に限る。）に変更があった場合には、その変更の後、速やか

に提出する。 

 

 

 



新旧対照表 

【税関様式関係通達（昭和 47 年 3 月 1日蔵関第 107 号） Ⅱ記載要領及び留意事項】 

（注）傍線を付した箇所が改正部分である。 

 

改正後 改正前 

かに提出する。 

＜添付書類＞ 

変更届には、次の書類を添付する。 

イ 承認・認定を受けた者の住所、氏名又は名称に変更があった場合

には、登記事項証明書（又は住民票の写し等） 

ロ 役員、代理人又は主要な従業者に変更があった場合には、変更の

内容を明示した書類(一覧表等)及び変更役員に係る履歴書 

ハ 法令遵守規則に変更があった場合には、変更後の法令遵守規則 

 

 

 

 

 

＜添付書類＞ 

変更届には、次の書類を添付する。 

イ 承認・認定を受けた者の住所、氏名又は名称に変更があった場合

には、登記事項証明書（又は住民票の写し等） 

ロ 役員、代理人又は主要な従業者に変更があった場合には、変更の

内容を明示した書類(一覧表等)及び変更役員に係る履歴書 

ハ 法令遵守規則に変更があった場合には、変更後の法令遵守規則 

 

 

 

 


